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みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」について







　「あんしんみえリア」（飲食事業者版・観光事業者版）については、

　令和５年５月８日をもって廃止させていただきます。

　感染防止対策にご協力いただき、ありがとうございました。



※５月８日以降、感染防止対策の取組に関しましては、各事業者様において個別にご判断いただきますようお願いいたします。

※認証を得るために使用していただいた物品等の取扱いについては、各事業者様において個別にご判断いただきますようお願いいたします。なお、国や県の補助金を活用して購入した場合、処分する際に制限が設けられていることがありますので、廃棄等される場合は、制度の管轄部署にご確認ください。

※５月８日以降、新たに県独自の認証制度や基準等を設けることは予定しておりません。なお、感染防止対策等の必要な情報提供は適宜実施していく予定です。

※感染防止対策に関する国の考え方等については、「こちら」をご覧ください。





　

１　みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」とは？

  

～　安心して三重県での飲食・観光・宿泊を楽しめるように　～


新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組む飲食店等を三重県が認証します

	

	　　　　　




	　飲食事業者版認証マーク　　　　　　　　　　　　　観光事業者版認証マーク





　新型コロナウイルスの感染リスクが続く中でも、県民等の皆様が安心して飲食や観光を楽しめる環境づくりを進めるため、感染防止対策に取り組む飲食店や観光事業者からの申請を受け、県が基準に基づき現地確認のうえ認証し、認証マーク（ステッカー）を交付する制度です。



　 ●飲食事業者版「あんしん みえリア」について

　 ●観光事業者版「あんしん みえリア」について



※「あんしん みえリア」とは、「安心が見える」、「安心なエリア」、「安心な三重」の３つの意味を掛け合わせています。

 
２　お知らせ

 

	令和5年4月28日	新型コロナウイルス感染症の５類移行に伴う「基本的対処方針」の廃止及び「あんしんみえリア」の廃止について

				　→令和５年５月８日付で新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが５類に変更されることに伴い、基本的対処方針は同日付で廃止されます。「こちら」よりご確認ください。

				　同方針に基づいて実施していた「あんしんみえリア」は令和５年５月８日をもって廃止します。なお、５月８日以降の基本的な感染対策については、「こちら」をご覧ください。

				◎令和５年４月２８日付で認証店である飲食店事業者の皆様へ、「こちら」の内容で通知をお送りしています。

				◎令和５年４月２８日付現在で認証店である観光事業者の皆様へ、「こちら」の内容で通知をお送りしています。

				※認証店の所在地等の変更により通知が到着していない場合がございますので、ご承知おきください。
	令和5年4月3日	新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う通知について

				　→令和5年5月8日に予定されている新型コロナウイルス感染症の5類への移行に向け、内閣官房から基本的な考え方が示されました。

				　　「こちら」よりご確認ください。
	令和5年4月1日	「あんしん みえリア」ホームページをリニューアルしました

				　→専用ホームページから三重県ホームページへ移管しました。
	令和5年3月13日	【飲食事業者版】【観光事業者版】認証基準を改定しました

				　→マスク着用の考え方の考え方の見直しに伴い、認証基準を改定しました。
	令和5年3月1日	【飲食事業者版】【観光事業者版】令和５年３月１３日より新規申請受付を停止します

				　→令和５年５月８日から新型コロナウイルス感染症が５類感染症に位置づけられる予定であることに伴い、令和５年３月１３日より、認証取得のための新規申請の受付を停止します。

				　令和５年３月１日付認証店の皆様への通知について

				　→飲食事業者版は「こちら」

				　→観光事業者版は「こちら」

				※令和５年３月１３日以降到着した申請書類については、みえ安心おもてなし施設認証制度事務局よりご返送させていただきますので、ご承知おきください。
	令和5年2月8日	【飲食事業者版】認証基準を改定しました

				　→飲食業界における業種別ガイドラインの改定に伴い、認証基準を改定しました。
	令和4年10月24日	【飲食事業者版】認証基準を改定しました

				　→国における認証基準案の変更に伴い、認証基準を改定しました。


 

３　認証の種類

 

（１）飲食事業者版「あんしん みえリア」



　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組む飲食店を対象とした「あんしん みえリア」です。　

　飲食店向け「あんしん みえリア」については、以下のページをご覧ください。



　 ●【飲食事業者版】みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」について

 
（２）観光事業者版「あんしん みえリア」



　新型コロナウイルス感染症の感染防止対策に取り組む宿泊施設・観光施設・土産物店・体験事業を対象とした「あんしん みえリア」です。

　観光事業者向け「あんしん みえリア」については、以下のページをご覧ください。



　 ●【観光事業者版】みえ安心おもてなし施設認証制度「あんしん みえリア」について

 
４　相談窓口



【飲食事業者版】三重県　雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課

●宛　　先：〒514-8570　三重県津市広明町１３番地

●電話番号：０５９－２２４－２３９３

●受付時間：土日祝を除く平日　８時３０から１７時１５分まで



【観光事業者版】三重県　観光部　観光誘客推進課

●宛　　先：〒514-8570 三重県津市広明町１３番地

●電話番号：０５９－２２４－２８２３

●受付時間：土日祝を除く平日 ８時３０から１７時１５分まで
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本ページに関する問い合わせ先



三重県　雇用経済部　中小企業・サービス産業振興課　市場開拓班
〒514-8570　
津市広明町13番地（本庁8階）

電話番号：059-224-2393　

ファクス番号：059-224-2078　

メールアドレス：chusho@pref.mie.lg.jp















より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください




お求めの情報は充分掲載されていましたか？
	充分だった
	ふつう
	足りなかった








このページの内容や表現は分かりやすかったですか？
	分かりやすかった
	ふつう
	分かりにくかった








この情報はすぐに見つけられましたか？
	すぐに見つかった
	ふつう
	時間がかかった
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